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(57)【要約】
　内視鏡の位置決めシステムは、内視鏡、インテリジェントマウスピース、内視鏡シャフ
ト、および角度測定装置を備えた装置を用いる。内視鏡は、撮像する臓器内において内視
鏡先端の屈曲状態を制御する上下ホイールと左右ホイールを備えている。インテリジェン
トマウスピースは、新規なマウスピースと新規なシャフトの双方に付された角度マークを
用いて、内視鏡の傾きを正確に測定可能とされている。内視鏡シャフトは、出力をデジタ
ルかして基準点から内視鏡先端までの挿入長さを正確に取得するために、その長手方向に
延びる向きと交差する向きのマークを有している。角度測定装置は、上方下方ホイールと
左右ホイールの回転を正確に測定するためのものである。電子内視鏡位置決めシステムは
、自動的にデジタル化されたデータを提供し、検査と内視鏡の位置決めを容易にする。体
系的に英数字コード化された内視鏡検査（ＳＡＣＥ）は、臓器内に位置する各領域または
部位に対し、新命名法の一部である名称と番号を付与する。検査プロトコルの手順に従う
ことにより、重なり合う画像を用いて盲点なく臓器全体を間違いなく検査できる。電子Ｓ
ＡＣＥ（ｅ－ＳＡＣＥ）は、自動化された間違いのない検査と、施術者ベースの処置を容
易にする。
　新規な内視鏡システムにより、患者の胃腸管の一部における内表面全体を順次撮像し、
像間隔が生じないよう冗長に重なり合った画像により当該表面の画像を再構成できる。ま
た当該内視鏡システムにより、手動または電子的な内視鏡位置決めシステムに基づき、表
面の点（患部）を正確に記述できる。当該内視鏡システムは、腔内の遠隔診断およびエキ
スパートまたはロボット手術の基礎を構成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）内視鏡シャフトの回転を計測する目盛り付きマウスピース装置と、
　ｂ）臓器内の部位または患部を参照して挿入長さを正確な測定するために、１ｃｍごと
に付された複数の円形マーク、および長手方向に沿って延びる２本のマークを有する内視
鏡シャフトと、
　ｃ）内視鏡およびスコープの大小ホイールと密接に関連付けられ、大ホイール（上下）
と小ホイール（左右）の移動角度を測定するために、０度から１８０度までの目盛りを有
する角度測定装置と、
を備えている、内視鏡検査装置。
【請求項２】
　前記内視鏡シャフトは、検査中の任意の時点において傾き角度を測定するために、長手
方向に沿って延びるマークを有している、請求項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項３】
　前記マウスピース、前記角度測定装置、および前記内視鏡シャフトは、前記スコープホ
イールの傾き角度、前記スコープの挿入深さ、前記シャフトの回転角度、および最終的に
は管腔内部におけるスコープ先端の配置を測定することにより、従来のスコープ先端（カ
メラ）の位置の正確な計算を可能にする、請求項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項４】
　前記マウスピース装置は、従来のマウスピースに挿入され、０度から始まり３６０度に
至る角度を示す複数のマークを有している、請求項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項５】
　前記マウスピース装置は、従来のマウスピースに挿入され、０度、±４５度、±９０度
、±１３５度、および±１８０度を示す複数のマークを有している、請求項１に記載の内
視鏡検査装置。
【請求項６】
　ａ）マウスピース装置であって、従来のマウスピースに挿入され、０度から始まり３６
０度に至る角度を示す複数のマークを有することによって内視鏡の回転を測定し、内視鏡
の回転と挿入深さをデジタル的に測定する電子装置をさらに備えているものと、
　ｂ）内視鏡シャフトであって、１ｃｍごとに付された複数の円形マーク、および長手方
向に沿って延びる２本のマークを有しており、基準点から内視鏡先端までの挿入深さを正
確に取得するための電子システムをさらに備えているものと、
　ｃ）０度から１８０度までの目盛りが付された角度測定装置であって、内視鏡およびス
コープの大小ホイールと密接に関連付けられて大ホイール（上下）と小ホイール（左右）
の移動角度を測定し、測定結果をデジタル化した信号をさらに備えているものと、
　ｄ）プロセッサであって、内視鏡から撮像データを受信して処理するとともに、前記大
小ホイールの動きを示す信号が供給されると、当該信号を３次元画像として再構成するも
のと、
　ｅ）座標を用いた電子内視鏡システムであって、前記スコープホイールの傾き角度、前
記スコープの挿入深さ、前記シャフトの回転角度、および最終的には管腔内部におけるス
コープ先端の配置を測定し、座標情報をリアルタイムに記録することにより、位置のリア
ルタイムな監視と操作者へのフィードバックを可能にするものと、
を備えている、内視鏡検査装置。
【請求項７】
　完全な臓器検査を容易にするために内視鏡検査が行なわれる順序が定められたプロトコ
ルからなる内視鏡検査方法（体系的に英数字コード化された内視鏡検査；ＳＡＣＥ）であ
って、
　ａ）解剖学的特性および解剖学的ランドマークに基づいて、所定数の領域や部位に前記
臓器を正確に分割することにより、盲点なしに臓器全体を観察し、
　ｂ）前記所定数の領域や部位のそれぞれに、所定の英数字的命名法を用いる、
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内視鏡検査方法。
【請求項８】
　前記臓器は、胃と大腸である、請求項８に記載の内視鏡検査方法。
【請求項９】
　前記英数字的命名法は、前記胃と大腸における各小部位に名称と番号を付与するもので
ある、請求項８に記載の内視鏡検査方法。
【請求項１０】
　上消化管および下消化管に対する内視鏡検査において、前記所定数の領域は、それぞれ
７および５とされる、請求項８に記載の内視鏡検査方法。
【請求項１１】
　前記所定の英数字的命名法は、前記臓器内における部位（患部、出血部位など）の正確
な記述と解剖学的位置特定を可能にする、請求項８に記載の内視鏡検査方法。
【請求項１２】
　内視鏡検査を自動化かつ間違いのないものとするために、電子的かつ体系的に英数字コ
ード化された内視鏡検査（ｅ－ＳＡＣＥ）システムであって、
　ａ）電子プロセッサであって、普通の解剖学、および病理学的・解剖学的バリエーショ
ンを含むＳＡＣＥプラットフォームが保存されたものと、
　ｂ）前記ＳＡＣＥプラットフォームに基づく画像認識システムであって、臓器の表面全
体の完全な検査の自動化を容易にするものと、
　ｃ）音、信号、または色（但しこれらに限定されない）による警告システムであって、
前記所定の部位に基づいて、先に保存されているプラットフォームに関して手順に沿って
いるか否かを操作者に伝えるものと、
を備えている、ｅ－ＳＡＣＥシステム。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記信号を３次元画像として再構成する、請求項１３に記載のｅ－
ＳＡＣＥシステム。
【請求項１４】
　デジタル化された座標を用いた内視鏡システムをさらに備え、位置のリアルタイム監視
と操作者へのフィードバックを可能にしている、請求項１３に記載のｅ－ＳＡＣＥシステ
ム。
【請求項１５】
　画像データの承認は、操作者による手動登録または前記画像の自動的キャプチャに対す
る応答を出力する、請求項１３に記載のｅ－ＳＡＣＥシステム。
【請求項１６】
　完全な内視鏡検査を実施する方法であって、
　ａ）患者の胃腸管の一部における内表面全体を順次内視鏡で撮像ステップと、
　ｂ）ＳＡＣＥプロトコル（英数字コード）に基づいて各部位または部分をデジタル化（
番号を付与）するとともに名称を付与するステップと、
　ｃ）冗長に重なり合う複数の画像で前記表面の画像を再構成するステップと、
を備えている、方法。
【請求項１７】
　前記内視鏡による撮像は、静止画の撮像、動画の撮像、およびこれらの組合せから選択
される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１８】
　内視鏡に装着された角度測定装置から取得した単純な座標を用いて部位（患部、出血部
位など）を特定するステップをさらに備えており、
　前記内視鏡は、
　　左右の動きと上下の動きの度合いを記録する手段と、
　　正確な内視鏡の挿入深さを示す目盛りマークが付された新規な内視鏡シャフトと、
　　前記内視鏡シャフトの正確な回転角度を示す新規なマウスピースと、
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を提供している、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　ａ）盲点なく臓器の表面全体をカバーする所定数の部位をマッピングするステップと、
　ｂ）マッピングされた各部位に対して命名を行なうステップと、
　ｃ）前記命名をプロセッサに格納し、操作者の検査実行をガイドするステップと、
をさらに備えている、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　体系的に英数字コード化された内視鏡検査（ＳＡＣＥ）プロトコルに基づき重ね合わさ
れた複数の画像を含んで英数字コード化された順序に基づいて、完全無欠の臓器検査を提
供するステップをさらに備えている、請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　体系的に英数字コード化された内視鏡検査（ＳＡＣＥ）プロトコルに基づく完全無欠な
検査のために、電子的に自動化されたシステムをさらに備えている、請求項１３に記載の
方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して医療処置に関し、とりわけ内臓器に対する内視鏡処置を行なうシステ
ムおよび装置に関する。当該内臓器は、胃、腸、口、下咽頭、喉頭、十二指腸、小腸、膀
胱、尿道、胸腔、細気管支、気管、腹腔、および中耳を含む。特に本発明においては、所
望の部位を可視化する標準化された方法が開発されている。当該方法は、特殊な光、染料
、あるいは他の技術を用いることにより異常の視認性を高め、病の早期検出率を上昇させ
る。
【０００２】
　また、当該方法は、内視鏡の位置決めシステム（以降、座標システムとも記す）を用い
る。当該システムは、アナログでもデジタルでもよく、検査の再現性を向上させうる。デ
ジタル化された情報は遠隔地に転送され、遠隔医療やロボット手術を可能にする。加えて
、新規な内視鏡医療の命名法が、特定の内臓器における各部位または部分を記述する。
　さらに、本発明の方法は、内臓器表面全体を覆う所定数の領域の画像記録に基づく完全
な内視鏡検査のためのプロトコルを示す。画像記録自体は実績のあるものを用いる。完全
性は、既知の開始点と終了点を含む複数の領域を、指定された順序に従うことにより得ら
れる。これにより検査者は、新規な内腔命名法を利用する完全な表面の評価ができるよう
になる。当該命名法は、例えば上下消化管（ＧＩ）の表面全体にマップされた各小領域に
名称と番号を割り当てる。間違えようがなく間違えようがなく完全に信頼できる検査を実
行し、検査ごとに得られる画像との正確な一致を盲点なしに提供するために、この新規な
命名法は、プロセッサ内に電子的に格納されており、正確な順序での英数字的検査を実行
するように操作者をガイドする。
【０００３】
　本願は、発明に係る特定の実施形態を例示する。しかしながら当該発明を何ら限定する
ものではない。
【背景技術】
【０００４】
　本技術分野においては、他の内視鏡診断法が幾つか知られている。これらの技術は、当
初予定された目的に用いるには適しているが、上述のような本発明が対象とする目的に用
いるには適していない。
【０００５】
　標準的な食道・胃・十二指腸鏡検査（ＳＥＧ）は、上消化管（下咽頭、食道、胃、およ
び十二指腸）を検査する。結腸鏡検査は、直腸、結腸、および回腸末端を検査する。ＳＥ
Ｇと結腸鏡検査は、広く世界中に普及しているにも関わらず、胃がん、食道がん、および
腸がんは、依然として多くの国で主な死因である。米国においては、胃がんは毎年７５０
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０件の発症があり、腸がんは男性と女性の双方について３番目に多い。腸がんは、米国に
おいては胃がんよりもかなり深刻な問題となっている。ＣＲＣスクリーニングの選択肢と
して、複数の検査が利用可能である。排泄物に基づく検査は、初期治療可能ながん（進行
した腺腫も）を発見することにより疾患予後を向上するが、胃腸粘膜を可視化する内視鏡
や放射線検査は、悪性化を起こす前に内視鏡で除去可能なポリープを発見することにより
、がんを防止する可能性を秘めている。よって内視鏡術は、診断と治療の双方に用いられ
るという点において、放射線技術よりも優れている。
【０００６】
　腸がんと胃がんの双方において（大半の場合）、患者は長い「発症前段階」を経る。こ
の段階においては、疾病は存在するものの、発見しにくい。内視鏡検査を通じた生検によ
り早期発見がなされることがあるが、生検部位を見つけて特定することは非常に難しい。
またこの段階においては、患者が自覚する症状がない。この段階は何年にもわたる場合が
あるため、できる限り早い段階での疾病の発見と治療に対する強い要望がある。
【０００７】
　上消化管の場合、ＳＥＧの結果は、通常次の２つの病状の一方を診断する。１つは慢性
胃炎（胃における良性の炎症）であり、もう１つは進行段階の腫瘍（治療は不可能）であ
る。米国を含む多くの国において、早期のがん病巣が内視鏡により診断されることは非常
に稀であることは注目に値する。これには二重の理由がある。１つは、日本や近年ではコ
ロンビアでも行なわれている大規模な検診が、米国では行なわれていないからである。も
う１つは、臓器を検査する標準化された医療処置が欠如しているからである。全ての臓器
の表面が観察され（写真とビデオの少なくとも一方により）記録されれば、早期発見と治
療が可能となる。病巣が良性であると、早期がんと診断することは非常に難しい。小さな
腫瘍は、僅かな粘膜の凹凸や変色のように見えるため、しばしば良性の病状であると誤診
される。
【０００８】
　消化器官の検査がなされる手法を再構成するのに十分な技術が今や存在する。ここに記
載する本発明と全ての既存技術を利用することにより、疾病をかなり早期に発見し、消化
器官の悪性腫瘍に対する治療法の導入と補強が可能となる。
【０００９】
　今日では、ＳＥＧが上消化管の検査における絶対的な標準であり、腸疾患については標
準的な腸鏡検査がそれに当たる点について権威ある者の大半が同意している。「仮想的な
腸鏡検査」（ＣＴスキャン）を用いる幾つかの試みが研究されているが、腸鏡検査は、現
在のところ診断法における先行技術とみなされている。現在の上下内視鏡検査は、操作者
への依存性が高いという点において制約がある。この事実は、コストが上昇し、必要なと
きに対応可能な操作者を得にくいことを意味する。すなわち大規模な検診においては制限
が顕著となる。図１２は、本発明がいかにして操作者依存性を低くし、体系的な色素内視
鏡検査（ＳＣＥ）と体系的な色素腸鏡検査（ＳＣＣ）による検査を受けうる人数を増やす
ことができるかを示している。ＳＣＥとＳＣＣは、ともに体系的に英数字コード化された
内視鏡検査（ＳＡＣＥ）という手法に分類される。
【００１０】
　標準化の欠如は、別の制約をもたらしている。すなわち、従うべき特定のプロトコルが
存在せず、特定のプロトコルが採用されておらず、視認された情報は、永続的に記録され
ないことが一般的である。この事実は、顕著な問題を生じさせている。例えば、ある操作
者には見えない病変が、別の操作者には見える場合がある。逆もまた然りである。病変の
局在化は困難をもたらす場合がある。仮想腸鏡検査は、例えば各ＣＴ画像を解剖学的位置
に対応させた検査の永続的記録を行なえば、いくらかの標準化を伴う。しかしながら本発
明は、内視鏡を用いた消化器官検査を行なう手法を前提として、標準化を導入するもので
ある。
【００１１】
　さらに、検査のための準備も最適とは言えない。色素や特殊な光の有効性は証明されて



(6) JP 2014-527837 A 2014.10.23

10

20

30

40

50

はいるものの、現在の検査においては、これらの技術が用いられることは稀である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述した内容は、早期発見と大規模検診の遂行に対する大きな障害となっており、発症
前段階において疾病を捕捉し損ねることによる罹患率の上昇をもたらしている。米国を含
む多くの国は、高齢化問題および来たる医師不足の可能性に直面しており、現在の医療提
供体制は変化が必要である。本発明は、この変遷を可能とし、胃、腸、または将来的に内
視鏡機器がアクセス可能となると思われる他の領域や臓器における局所的な腫瘍が、広範
囲の転移性がんになることを予防するためのよりよい取り組みを可能にする技術を実現す
るものである。
【００１３】
　本発明の主目的は、英数字連続コード化されて間違えようのない新規な内視鏡処置（Ｓ
ＡＣＥ）を含む内視鏡処置を実行するシステムおよび装置、自動化されて間違えようのな
い内視鏡検査のための新規な電子システム（ｅ－ＳＡＣＥ）、単純な座標軸を用いてマッ
ピングを行なう座標系として記述され、新規なマウスピース、新規な内視鏡シャフト、お
よび角度測定装置を備えている内視鏡位置決めシステム（ＥｎＰＳ）、および自動化され
たＥｎＰＳのための新規な電子システムを提供することにある。
　本発明の他の目的は、新規な内視鏡処置を実行するシステムおよび装置を提供すること
にある。当該内視鏡処置は、色素内視鏡検査と新規な光学技術の使用との組合せによる粘
膜の前処理からなる。
【００１４】
　本発明のさらに他の目的は、科学情報誌におけるコミュニケーションを改善する命名法
と用語を用いる内視鏡処置を行なうシステムと装置を提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、新規なマッピング法を利用する内視鏡処置を行なうシステムと装
置を提供するにある。当該マッピング法は、内視鏡に装着された角度測定装置から取得し
た単純な座標軸を使用する。当該内視鏡は、左右の動きと上下の動きの双方について正負
の角度をもつ座標を記録する手段を提供している。また当該内視鏡は、内視鏡シャフト上
に目盛りマークを有している。当該目盛りマークは、目標位置に対する長手方向の位置を
提供している。
【００１６】
　本発明のさらなる目的については、明細書の説明が進むにつれて明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、改善された内視鏡処置を行なう方法と装置を提供する従来技術の欠点を克服
する。当該内視鏡処置は、腸、口、下咽頭、喉頭、十二指腸、小腸、膀胱、尿道、胸腔、
細気管支、気管、腹腔、中耳などを含む内臓に対して行なわれる。本発明は、体系的な色
素内視鏡検査（ＳＣＥ）と体系的な色素腸鏡検査（ＳＣＣ）の少なくとも一方を含む。こ
れらは、ともに体系的に英数字コード化された内視鏡検査（ＳＡＣＥ）という手法に分類
される。ＳＡＣＥは、先進の内視鏡検査技術である。ＳＡＣＥは、内視鏡処置により検査
される消化管の全表面の、英数字的、連続的、体系的かつ詳細な写真またはビデオによる
記録によって特徴づけられる。腹部腫瘤の精査のためのコンピュータ断層撮影（ＣＴスキ
ャン）と同様に、ＳＡＣＥは、上下消化管全体の腔内スキャンを行なう。
【００１８】
　前述したものとは別の目的や利点は、以下の説明により明らかとなる。当該説明におい
ては、記載の一部を構成する添付図面の参照がなされる。当該図面においては、発明が実
施されうる特定の形態が例示される。実施形態は、当業者が発明を実施できるのに十分な
詳細さをもって記述される。発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、他の実施形態が利用
され、構造的な変更がなされうることは明らかである。添付の図面において、同一または
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同様の要素は、複数の図を通じて同様の文字により指示される。
【００１９】
　したがって以下の詳細な説明は、限定的に解釈されるものではない。本発明の範囲は、
添付の特許請求の範囲によって最も適切に画定される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明をより確実に理解するための例証を通じた以下の説明は、添付した以下の図面を
参照してなされる。
【００２１】
【図１】本発明の使用状態を説明する図である。
【図２】使用状態にある角度測定アダプタの正面図である。
【図３】上消化管についての一般用語を例示する表である。
【図４】図３に続いて、上消化管についての一般用語を例示する表である。
【図５】図４に続いて、上消化管についての一般用語を例示する表である。
【図６】本発明に係るインテリジェントマウスピースを示す分解斜視図である。
【図７】本発明に係るインテリジェントマウスピースを示す斜視図である。
【図８】本発明に係るインテリジェントマウスピースが装着された状態を示す斜視図であ
る。
【図９】本発明に係る内視鏡シャフトを示す斜視図である。
【図１０】被検者平面を説明する図である。
【図１１】本発明の利点を説明する図である。
【図１２】操作者依存性と被検者数の関係を説明する図である。
【図１３】本発明により提供される包括的かつ重畳的な撮像を説明する図である。
【図１４】本発明のフェーズ０を説明するフローチャートである。
【図１５】本発明のフェーズ１を説明するフローチャートである。
【図１６】本発明のフェーズ２を説明するフローチャートである。
【図１７】本発明のフェーズ３を説明するフローチャートである。
【図１８】本発明に係る新規な医療提供ピラミッドを示す図である。
【図１９Ａ】本発明に係る座標系を示す図である。
【図１９Ｂ】本発明に係る座標系を示す図である。
【図２０】短縮化されたＳＡＣＥ処置の例を説明する図である。
【図２１Ａ】ｅ－ＳＡＣＥ処置または機構の例を説明する図である。
【図２１Ｂ】ｅ－ＳＡＣＥ処置または機構の例を説明する図である。
【図２１Ｃ】ｅ－ＳＡＣＥ処置または機構の例を説明する図である。
【図２２】上消化管検査において電子的な内視鏡位置決めシステム（ＥｎＰＳ）とｅ－Ｓ
ＡＣＥシステムの双方により提供されたデータを表示するモニタの例を説明する図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に係る少なくとも１つの実施形態について以下詳細に説明する。しかしながら、
当該説明によって本発明が特定の実施形態に限定されると解釈されるべきではない。当業
者は、他の多くの実施形態を認識するであろう。本発明の範囲を完全に画定するにあたっ
ては、添付の特許請求の範囲を参照されたい。
【００２３】
  本発明は、消化管の検査を行なう新規なプロセスを提供する。当該プロセスは、体系的
に英数字コード化された内視鏡検査（ＳＡＣＥ）を通じて行なわれる。ＳＡＣＥは、先進
の内視鏡検査技術として、内視鏡処置により検査される消化管の全表面の、英数字的、連
続的、体系的かつ詳細な写真またはビデオによる記録によって特徴づけられる。腹部腫瘤
の精査のためのコンピュータ断層撮影（ＣＴスキャン）と同様に、ＳＣＥまたはＳＣＣは
、上下消化管全体の腔内スキャンを行なう（ＳＣＥは、下咽頭、食道、胃、および十二指
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腸の第３部までを対象とし、ＳＣＣは、直腸、結腸、および回腸末端を対象とする）。特
定の領域または象限（後述する座標系により得られる）に病変が見つかった場合、当該病
変は、別の内視鏡施術者によっても容易に場所が特定され、時間が経過しても観察されう
る。
【００２４】
　本発明を実施するプロトコルは、以下の通りである。
【００２５】
　１）被検者および人数の適切な選択が行なわれる。これは医療介入を必要とするがんの
リスクを検査するためのテストである。被検者は、健康状態が安定している者である。救
急処置のための手法ではないものの、いくつかの基本的手法（特に画像データと病変があ
った場合の座標の記録）は、将来的に救急処置にも応用可能である。
【００２６】
　２）粘膜の適切なクリーニングが行なわれる。上消化管の場合、本ステップは、処置前
に標準的なプロトコルに沿って行なわれる。本ステップは、ａ）適切な断食期間、ｂ）粘
膜の洗浄、およびｃ）唾液泡の除去の組合せからなる。粘膜の洗浄は、例えば、酵素（プ
ロナーゼ）、ｎ－アセチルシステインのような粘液溶解薬、粘膜洗浄に安全かつ有効なそ
の他の混合物により行なわれる。唾液泡の除去は、例えば、ポリジメチルシロキサンのよ
うにシリコンと酸素が交互に結合したポリマーを用いて行なわれる。このステップを行な
うことにより、従来の照明、ＮＢＩ、および従来の色素内視鏡検査においても、消化管粘
膜の可視化が改善される。
【００２７】
　３）被検者は左側臥位をとり、ベッドを検査者の腰の高さとする。内視鏡の挿入が行な
われると、続いて連続的かつ体系的な検査、および写真またはビデオによる被検臓器の撮
影が行なわれる。完全性は、既知の開始点と終了点を含む複数の領域を、指定された順序
に従うことにより得られる（例えば、上消化管ＳＡＣＥの対象を７つの領域とし、下消化
管ＳＡＣＥの対象を５つの領域とする）。これにより検査者は、完全な表面の評価が行な
われたことを証明できる。消化管表面にマップされた全ての領域に名称と番号を割り当て
る新規な内腔命名法を用いて処置が行なわれる。
【００２８】
　４）続いて、重なり合った余分な部分を含む表面の撮影画像が白色光と染料により再構
成される。この処理は電子的な色素内視鏡検査（ＥＣＥと略記される）により行なわれる
が、これに限られるものではない。例えば、オリンパス（登録商標）による狭帯域光観察
（ＮＢＩ）や、診断のために表面の微小血管や腺窩を強調するその他の電子システムが用
いられる。染料は既存のもの（特異分子でないもの）が用いられる。または目標物に特化
した化学物質としてプロテインやその一部（エピトープと呼ばれる）を含む染料が用いら
れる。すなわち、このテストは、将来的には患部の特定を支援するためにモノクローナル
抗体に使用されうる。モノクローナル抗体は、今日多くの種類のがん治療に用いられてい
る。将来的には、内視鏡処置において腫瘍の位置特定を助けるために用いられうる。
【００２９】
　本発明に係る重要な実施形態は、撮影されない部分をなくすために撮影画像を余分に重
なり合わせることを必要とする。これにより熟練度の低い者による検査を可能にする一方
で、熟練した内視鏡検査医（ＥＥＳ）や内視鏡検査監督医（ＭＥＳ）にとっては、不要な
時間が長くなる。
【００３０】
　５）間違えようのない内視鏡検査のために自動化された電子システム（ｅ－ＳＡＣＥ）
は、新規な体系的内視鏡検査プロトコル（ＳＡＣＥとして記載され、英数字コード化され
たシーケンスに基づく）を含むものとして得られる。ｅ－ＳＡＣＥは、操作者が英数字的
検査の正確な順序を間違いなく辿り、完全な検査を実行するように案内する。これにより
、検査ごとの撮影画像との盲点のない正確な一致が得られる。また組織異常のある領域に
係る先の分析や入力に基づくことにより、各英数字コード化された領域の容易な認識が可
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能とされる。ｅ－ＳＡＣＥソフトウェア自体は、検査に適していない画像（例えば、取得
済み、不明瞭、不鮮明、繰り返し）の撮影を行なわない。当該システムは、撮影画像が順
序通りのものであるかそうでないかに応じ、操作者に対して音、信号、色（但しこれらに
限られるものではない）を用いて警告する。病変が発見されなかった場合、ｅ－ＳＡＣＥ
は、柔軟に追加の画像を取得する。ｅ－ＳＡＣＥは、間違いがないように電子的に自動化
された、ユニバーサルなＳＡＣＥであり、施術者ごとの内視鏡検査同士の比較を容易にす
る。
【００３１】
　６）熟練した検診医による診断と報告が行なわれる。必要であれば、熟練した内視鏡検
査医（ＥＥＳ）や内視鏡検査監督医（ＭＥＳ）が見直しをし、患者を再診する。
【００３２】
　７）治療を目的とした粘膜下層剥離などの内視鏡処置が、ＥＥＳやＭＥＳにより行なわ
れる。病状の複雑さに応じて、さらなる治療や医学的な経過観察がなされる。
【００３３】
　８）必要に応じて広範な切除を行なう医師への委託がなされたり、腫瘍処置による経過
観察がなされたりする。
【００３４】
　９）熟練した胃腸科専門医と内視鏡検査医の少なくとも一方により患者のリスクに応じ
て決定された月数の後に行なわれる再検査の予約がなされる。
【００３５】
  本発明は、従来の照明、ＮＢＩ、および従来の色素内視鏡検査を用いつつも、臓器粘膜
の可視化を改善するものであり、今日なされている手法よりも優れている。
【００３６】
　またＮＢＩシステムのようなＥＣＥを用いるＳＡＣＥは、国際的に認められている技術
であり、赤血球（赤色血液細胞）の撮像性を高める特定波長の光を使用する。これにより
赤血球がよく見えるようになり、非常に小さな（２～３ｍｍ）がん病変の発見が容易とな
る。またＳＡＣＥは、従来の色素内視鏡検査を用いる。インディゴカルミン、ルゴール（
登録商標）などの胃や腸の微小組織を強調する色素や染料が用いられる。これにより、食
道、胃、および腸の表面微小組織が顕著に強調され、患者の症状を診断、治療、緩和する
ために内視鏡検査医が病変の生検、切除、焼灼、破壊などを行なう際に、当該病変を非常
に見やすくする。本発明を用いることにより、多くの患者を対象としたときに小さな胃腫
瘍を見逃すリスクを軽減するために、ＳＡＣＥに加えて前投薬、ＮＢＩ、および色素内視
鏡検査を行なうことが有効である旨が判明した。幾つかの医学書は、ＮＢＩが色素内視鏡
検査にとって代わると予想している。しかしながら、これら２つの技術の一方（色素内視
鏡検査）は、安価で長い実績があり、他方（ＮＢＩ）は新しく高価である。よってこれら
は相互の長所と短所を補い合う方がよい。したがって、本発明に係るＳＡＣＥにおいては
、これら双方を用いるだけでなく、早期発見率を高める新しい技術を導入している。
【００３７】
　ＳＡＣＥと新たな医療技術の適用により、検査結果の報告や記述の品質、異常（あれば
）の記録が改善され、病状や早期病変の特定が正確になされる（別の検査者が後にそれを
容易に把握できる）。これにより、内視鏡を用いたがんの切除や止血の仕方を立案・決定
するにあたって有効性が得られる。また検査者が異なる場合であっても有効な経過観察が
可能となる。
【００３８】
　ｅ－ＳＡＣＥは、処置の再現性を高める一方で、検査の操作者依存性を低下させる。自
動化されたプロセスは、施術者ごとの内視鏡検査を容易にする。
【００３９】
　幾つかの重要なパラメータの測定値からなる座標系は、テストの再現性を高める一方で
、検査の操作者依存性を低下させる。技術が機器の形で提供されるほどに、検査は非常に
簡単となり、検査ごとのコストは低下し、より多くの人数に対する検診が可能となる。検
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査が終了すると、連続撮影された画像が、個別にあるいは領域ごとに評価される。または
当該連続撮影された画像が臓器表面のパノラマ画像として結合される。当該連続撮影され
た画像は、アドバイスや処置のために、必要に応じてＥＥＳやＭＥＳに提示または送信さ
れる。
【００４０】
　上記の座標系を用いる本発明の方法は、以下のステップを含んでいる。
【００４１】
　１）新規なシャフト装置の挿入深さが測定される。病変の場所が特定されると、何ｃｍ
挿入されたかを観察することにより、挿入深さが測定される。新規なマウスピースの先端
は、口の奥側１ｃｍ（門歯から新規なマウスピースの先端までの距離）の箇所に配置され
るため、最終的な挿入深さは、従来のマウスピースよりも１ｃｍ長くなる。まずはアナロ
グ的に測量される。手作業やデジタル的に測量されてもよい。いずれの場合においても記
録がなされる。記録された値は遠隔地に送信されてもよい。
【００４２】
　２）新規なシャフト装置の新規なマウスピースに対する回転角度が測定される。新規な
シャフト装置に設けられた縦線の、新規なマウスピースに設けられた目盛り上の位置を読
むことにより測定がなされる。測量は、手作業やデジタル的に行なわれてもよい。いずれ
の場合においても記録がなされる。記録された値は遠隔地に送信されてもよい。
【００４３】
　３）各内視鏡ホイールの回転角度が測定される。測定は角度測定装置によって行なわれ
るが、内視鏡自体に配置された電子センサによって行なわれてもよい。標準的な上消化管
用の内視鏡の場合、上下ホイールと左右ホイール（現在の内視鏡の多くは２つのホイール
を備えている）の位置（回転度合い）が記録される。開発中のより新しい内視鏡（３つ以
上のホイールや複数のアームを備えている）の場合、内視鏡メインシャフトと各内視鏡ア
ームの上方が記録される。測量は、手作業やデジタル的に行なわれてもよい。いずれの場
合においても記録がなされる。記録された値は遠隔地に送信されてもよい。
【００４４】
　４）臓器の空気膨張が適当であるかをモニタし、維持する。上消化管の場合、臓器中の
空気の量が重要である。空気の量が足りなければ患部が内視鏡に接近し、多ければ離間す
る。特に胃における患部の場合、内視鏡の先端のシャフトからの角度が９０度に近づくた
め、送気が過剰であると、内視鏡の先端に配置されたカメラと患部間の距離が長くなり、
送気が不足であると、当該カメラと患部間の距離が短くなる。臓器の壁までの距離は、嚢
などの体腔の場合においても重要である。この作業は現在のところ完全に操作者に依存し
ており、二酸化炭素（他の気体でもよい）送気機と内蔵型の測定機または小型ソナーチッ
プの支援を受けて行なわれる。測定機は、臓器中の二酸化炭素量または腔内の二酸化炭素
圧を測定する。ソナーチップは、正しい量の空気が存在するようにできる（とは言え、量
は操作者次第で変わりうる）。測量は、手作業やデジタル的に行なわれてもよい。いずれ
の場合においても記録がなされる。記録された値は遠隔地に送信されてもよい。座標系に
おける座標六として参照される。
【００４５】
　５）情報が取得されると、当該情報はデジタル化され、評価または送信されうる。これ
により、遠隔地の操作者がＥＥＳやＭＥＳの施術を支援することが可能になる。最近の研
究によれば、内視鏡検査の経験がない、または練度の低い施術者が、ＮＢＩと白色光を用
い、最高熟練者と同様の頻度でがん病変を発見することができたという報告がなされてい
る。これにより、練度が比較的低いスタッフでより大規模な検診を実施することが可能と
なる。臨床的に認められれば、大幅なコスト削減がなされる。本発明は、このような変化
を起こすことを可能にするものである。本発明における重要な特徴は、座標系と現在の撮
像技術を用い、ソフトウェアで臓器表面の再構成を行なうことにある。これにより、操作
者依存性を低下させ、コストを削減し、社会に大きな影響を与えることが可能となる。ま
た、新しい医療専門家や技術者を訓練して生み出す扉を開くことにより、コスト削減がな
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され、検査の大規模な実施が可能とされる。したがって、上記の機器を用いて現在検査が
行なわれている、または行なわれる可能性がある消化管、嚢、膣、鼻、喉、肺などの臓器
について、内視鏡検査の標準化がなされることにより、技術の習得、施術の再現、システ
ム化が容易となる。医学界における人材交流もより効率的になる。
【００４６】
　また本発明は、インテリジェントマウスピース、デザインし直されたシャフト、および
角度測定装置を用いる新規な方法と内視鏡システムを含んでいる。本発明のマウスピース
は、（内視鏡検査の初心者や未経験者でも）目標領域を適切に特定できるように、ＳＣＥ
を容易かつ再現性高く実施する手法を提供する。マウスピースは、０度から３６０度まで
の角度ごとに付されたマークを有することが好ましい。０度のマークは被検者の正面に向
けられ、時計回りに－９０度、±１８０度、＋９０度のマークがさらに付されている。こ
れは患者を基準として内視鏡の傾き度合いを測定するものである（ナチュラル軸またはハ
ンドメイド軸からの視点を決定する）。標準的なマウスピースの体内側エッジから本マウ
スピースの体内側エッジまでは１ｃｍである。本マウスピースは、標準的なマウスピース
内に固定されるようにデザインされており、排出および吸引用の横孔を有している。本マ
ウスピースは、標準的なクリーニング処置の後で再利用が可能である。本マウスピースは
、前記傾きと内視鏡先端の挿入深さをデジタル的に測定する簡単な電子装置を内蔵しても
よい。本マウスピースの横孔は、操作を容易にするためにスコープよりも大きい。
【００４７】
　本発明に係る電子的な内視鏡は、デザインし直されたシャフトを備えている。プロセッ
サへのデジタル出力のために、内視鏡のシャフトの長手方向に沿って、例えば１ｃｍ（ア
ナログの場合）または１ｍｍ（デジタルの場合）ごとに目盛りが付されている。この目盛
りは、基準点（新規なマウスピースの体内側エッジ）から患部までの挿入長さを正確に取
得するのに役立つ。加えて、内視鏡の先端およびシャフトに沿って、長手方向に延びるマ
ークが付されている。当該マークをマウスピースに付された目盛りに合わせることにより
、傾き度合いの特定が可能とされ、検査中の任意の時点で傾斜角度を測るのに役立つ（本
発明に係る上述のマウスピースと組み合わせて使用された場合）。
【００４８】
　角度測定装置は、上下ホイールと左右ホイールの回転量を測定する。湾曲したプラスチ
ック製で使い捨て可能な装置には角度マークが複数付されており、それらは上下ホイール
および左右ホイールと平行に、好ましくはこれらの間に配置されている。これによりホイ
ールの回転角度（基準位置からのずれ量）が正確に判る。角度測定装置は、内視鏡のヘッ
ドにおいて、ホイールの近傍かつ離間した箇所に配置され、角度の観測を容易にしている
。また角度測定装置は、例えば略Ｃ字形状を有することにより、内視鏡検査医の指に触れ
ないように配置されている。上記のずれ量は、臓器内における内視鏡の動き（左右および
上下方向への屈曲）を定める。ホイールの動きは、電子信号、磁気信号、音響信号、また
はインターネット信号として出力され、プロセッサにより受信される。プロセッサは、受
信した全ての情報を３次元画像として再構成する。上記のずれ量は、０度から＋４５度を
経て＋９０度まで、および０度から－４５度を経て－９０度までの数値で表わされること
が好ましい。湾曲形状の使い捨て可能な装置は、ホイールまたは内視鏡のヘッドに付され
た短い直線群で角度を表す構成で置き換えてもよい。本発明に係る内視鏡システムは、傾
き度合い、挿入深さ、および先端の位置を測定することにより、患部の解剖学的位置およ
び正確な描写が可能となる。
【００４９】
　本発明は、独創的なＳＡＣＥプロトコルと座標系を既存の内視鏡検査技術に統合するも
のであり、デジタル化された内視鏡座標系を含んでいる。これにより、機器は自身の位置
をモニタし、操作者にフィードバックする「賢さ」を得ることが可能となる。また、全て
の座標情報は、各写真またはビデオフレームにリアルタイムで（例えば１ミリ秒ごとに）
記録可能である。データをデジタル化すれば、分析や保存のために遠隔地へ送信が可能と
なる。
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【００５０】
　アナログまたはデジタルＳＡＣＥは、標準化されたプロセスにより遂行される。当該プ
ロセスは、角度、スコープの回転、ナチュラル軸、解剖学的ランドマーク、挿入深さを参
照しての内視鏡の挿入、操作、および位置修正に加え、撮像および情報登録を含む。ＳＡ
ＣＥは、内視鏡検査医でない者や内視鏡検査の初心者にとっても習得しやすい。本発明は
、ＳＡＣＥに係る新たな技術も含んでいる。すなわち、内視鏡医療において初めて、撮像
された臓器における全ての小領域を英数字コード化している。内視鏡検査中において内視
鏡の角度、傾き度合い、および内視鏡の挿入深さを特定することにより、領域または患部
の解剖学的位置および正確な描写が可能となる。
【００５１】
　内視鏡医療において初めて、領域または患部の地理的な場所を正確に描写するために、
内視鏡により検査された領域（英数字コード化された各小領域）の新規な命名法だけでな
く、内視鏡の角度、傾き度合い、および内視鏡の挿入深さの特定が検査に導入されている
。特定の名称と番号は、臓器のサブ領域、および各領域における小領域（盲点をなくすた
めに重ね合わされた画像における１．５～２．５平方ｃｍの区画）を描写する。ＳＡＣＥ
は、解剖学的ランドマーク、および内視鏡の視点（内視鏡を時計状に囲む周辺）において
観察される各点に名前をつけることによる小領域の地理的な場所特定を用いる。そしてＳ
ＡＣＥは、内視鏡の長さに基づく挿入深さを、報告する。ＳＡＣＥは、ナチュラルまたは
ハンドメイドな軸または角度を用いる（内視鏡のホイールを動かすことにより、または内
視鏡検査医の手で回転されることにより外部から手で操作される）。
【００５２】
　この新たな医療技術は、例えばＳＡＣＥの報告または記述、異常があればその記録、病
状または早期病変の正確な特定（他の検査者も容易にそれを見つけることができる）に応
用されることにより、がんの内視鏡による切除方針が効果的に定められ、異なる検査者で
あっても効果的な経過観察が可能となる。
【００５３】
　７つの領域（I：食道および下咽頭、II：胃洞、III：本体下部３分の１、IV：本体中間
部３分の１、V：本体上部３分の１、VI：小弯、VII：十二指腸）を含む上消化管に対して
ＳＡＣＥを行なう場合の部位の名称と番号を以下に列挙する。但し、この順序に限定され
るものではない。略字が表す内容は、以下の通りである。
　ＷＬ：白色光
　ＥＣＥ：電子的色素内視鏡検査
　ＩＣ：インディゴカルミン　０．２５％
　Ｌｕ：ルゴール
【００５４】
　１　ＮＢＩ、硬口蓋
　２　ＮＢＩ、下咽頭
　３　ＮＢＩ、右梨状陥凹
　４　ＮＢＩ、左梨状陥凹
　５　ＮＢＩ、食道、上部３分の１
　６　ＮＢＩ、食道、中間部３分の１
　７　ＮＢＩ、食道、下部３分の１
　８　ＮＢＩ、食道裂孔
　９　ＷＬ、幽門環
　１０　ＷＬ、胃洞、前壁
　１１　ＷＬ、胃洞、小弯
　１２　ＷＬ、胃洞、後壁
　１３　ＷＬ、胃洞、大弯
　１４　ＷＬ、前壁下部３分の１
　１５　ＷＬ、小弯下部３分の１
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　１６　ＷＬ、後壁下部３分の１
　１７　ＷＬ、大弯下部３分の１
　１８　ＷＬ、前壁中間部３分の１
　１９　ＷＬ、小弯中間部３分の１
　２０　ＷＬ、後壁中間部３分の１
　２１　ＷＬ、大弯中間部３分の１
　２２　ＷＬ、大弯上部３分の１
　２３　ＷＬ、後壁上部３分の１
　２４　ＷＬ、円蓋
　２５　ＷＬ、前壁上部３分の１
　２６　ＷＬ、噴門
　２７　ＷＬ、後屈食道裂孔
　２８　ＷＬ、上部３分の１、小弯
　２９　ＷＬ、中間部３分の１、小弯
　３０　ＷＬ、上部３分の１、小弯
　３１　ＷＬ、アングル
　３２　ＷＬ、アングル、前壁
　３３　ＷＬ、アングル、後壁
　３４　ＷＬ、十二指腸球部
　３５　ＷＬ、十二指腸、第２部分
　３６　ＷＬ、十二指腸、第３部分
　３７　ＥＣＥ、幽門環
　３８　ＥＣＥ、胃洞、前壁
　３９　ＥＣＥ、胃洞、小弯
　４０　ＥＣＥ、胃洞、後壁
　４１　ＥＣＥ、胃洞、大弯
　４２　ＥＣＥ、前壁下部３分の１
　４３　ＥＣＥ、小弯下部３分の１
　４４　ＥＣＥ、後壁下部３分の１
　４５　ＥＣＥ、大弯下部３分の１
　４６　ＥＣＥ、前壁中間部３分の１
　４７　ＥＣＥ、小弯中間部３分の１
　４８　ＥＣＥ、後壁中間部３分の１
　４９　ＥＣＥ、大弯中間部３分の１
　５０　ＥＣＥ、大弯上部３分の１
　５１　ＥＣＥ、後壁上部３分の１
　５２　ＥＣＥ、円蓋
　５３　ＥＣＥ、前壁上部３分の１
　５４　ＥＣＥ、噴門
　５５　ＥＣＥ、後屈食道裂孔
　５６　ＥＣＥ、上部３分の１、小弯
　５７　ＥＣＥ、中間部３分の１、小弯
　５８　ＥＣＥ、上部３分の１、小弯
　５９　ＥＣＥ、アングル
　６０　ＥＣＥ、アングル、前壁
　６１　ＥＣＥ、アングル、後壁
　６２　ＥＣＥ、十二指腸球部
　６３　ＥＣＥ、十二指腸、第２部分
　６４　ＥＣＥ、十二指腸、第３部分
　６５　ＩＣ、十二指腸、第３部分
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　６６　ＩＣ、十二指腸、第２部分
　６７　ＩＣ、十二指腸球部
　６８　ＩＣ、幽門環
　６９　ＩＣ、胃洞、前壁
　７０　ＩＣ、胃洞、小弯
　７１　ＩＣ、胃洞、後壁
　７２　ＩＣ、胃洞、大弯
　７３　ＩＣ、前壁下部３分の１
　７４　ＩＣ、小弯下部３分の１
　７５　ＩＣ、後壁下部３分の１
　７６　ＩＣ、大弯下部３分の１
　７７　ＩＣ、前壁中間部３分の１
　７８　ＩＣ、小弯中間部３分の１
　７９　ＩＣ、後壁中間部３分の１
　８０　ＩＣ、大弯中間部３分の１
　８１　ＩＣ、大弯上部３分の１
　８２　ＩＣ、後壁上部３分の１
　８３　ＩＣ、円蓋
　８４　ＩＣ、前壁上部３分の１
　８５　ＩＣ、噴門
　８６　ＩＣ、後屈食道裂孔
　８７　ＩＣ、上部３分の１、小弯
　８８　ＩＣ、中間部３分の１、小弯
　８９　ＩＣ、上部３分の１、小弯
　９０　ＩＣ、アングル
　９１　ＩＣ、アングル、前壁
　９２　ＩＣ、アングル、後壁
　９３　ＩＣ、下部３分の１
　９４　ＩＣ、中間部３分の１
　９５　ＩＣ、上部３分の１
　９６　Ｌｕ、食道、下部３分の１
　９７　Ｌｕ、食道、中間部３分の１
　９８　Ｌｕ、食道、上部３分の１
　９９　ＷＬ、下咽頭
　１００　ＷＬ、左梨状陥凹
　１０１　ＷＬ、右梨状陥凹
　１０２　ＷＬ、硬口蓋
【００５５】
　また本発明は、下消化管におけるＳＡＣＥに新たな技術を導入し、撮像された臓器にお
ける各小領域は英数字コード化される。さらに内視鏡検査中において内視鏡の角度、傾き
度合い、および内視鏡の挿入深さを特定することにより、領域または患部の解剖学的位置
および正確な描写が可能となる。
【００５６】
　下消化管におけるＳＡＣＥもまた、解剖学的ランドマーク、および内視鏡の視点（内視
鏡を時計状に囲む周辺）において観察される各点に名前をつけることによる小領域の地理
的な場所特定を用いる。そしてＳＡＣＥは、内視鏡の長さに基づく挿入深さを、報告する
。ＳＡＣＥは、ナチュラルまたはハンドメイドな軸または角度を用いる（内視鏡のホイー
ルを動かすことにより、または内視鏡検査医の手で回転されることにより外部から手で操
作される）。本発明の好ましい実施形態においては、ＳＣＣの報告や記述を行ない、異常
を記録し、病状または早期病変を正確に特定するために、この新規な医療用語を使用する
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。これにより、がんの内視鏡による切除方針が効果的に定められ、異なる検査者であって
も効果的な経過観察が可能となる。
【００５７】
　５つの領域（右結腸、横行結腸、左結腸、Ｓ字結腸、直腸）を含む下消化管に対してＳ
ＡＣＥを行なう場合の部位の名称と番号を以下に列挙する。
【００５８】
　右結腸
　　１　回腸末端
　　２　盲腸
　　３　上行結腸の先端部３分の１
　　４　上行結腸の中間部３分の１
　　５　上行結腸の基端部３分の１
　横行結腸
　　６　横行結腸から見た肝湾曲部
　　７　横行結腸の基端部
　　８　横行結腸の中間部（Ｍｉｄ－Ｔ）
　　９　横行結腸の先端部
　左結腸
　　１０　下行結腸から見た脾湾曲部
　　１１　下行結腸の基端部
　　１２　下行結腸の中間部
　　１３　下行結腸の先端部
　Ｓ字結腸
　　１４　下行結腸とＳ字結腸のアングル
　　１５　Ｓ字結腸の基端部
　　１６　Ｓ字結腸の中間部
　　１７　Ｓ字結腸の先端部
　直腸
　　１８　Ｓ字結腸と直腸のアングル
　　１９　直腸の基端部
　　２０　直腸の中間部
　　２１　直腸の先端部
　　２２　後屈視による直腸の先端部
　　２３　肛門管
【００５９】
　左側臥位で横たわる被検者から内視鏡を回収する間、水分や便残液は自然に下方へ流れ
る。腸の全ての部分（盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、Ｓ字結腸、直腸）において
管腔が四半部に分割される場合、この四半部は後壁に対応する。したがって、その逆側は
前壁に対応する。したがって、解剖学的ランドマークに基づき、後壁の左側（時計回り）
に配置された四半部は、腸間膜壁に対応し、その反対側は反対側腸間膜壁に対応する。
【００６０】
　本発明に係る電子腸鏡は、ＳＣＥと同様の原理を用いるが、マウスピースに結合された
シャフトの長手方向に沿う線は不要としてもよい。ＳＣＲに用いた技術と同様の手法で角
度の測定をするために、直腸ピースを有する同様の機器が採用されうる。デジタル的に行
なわれる場合、シャフトまたは内視鏡ヘッドに加えられるトルクのグレードは、Ｅｍｕｒ
ａ挿入技術の実施や回収時にも役立つ効率的な角度測定と効果的な施術を可能とする。
【００６１】
　下消化管におけるＳＡＣＥは、例えばＮＢＩ、ＦＩＣＥなどの電子的色素内視鏡検査（
ＥＣＥと、周知の色素内視鏡検査（インディゴカルミン、ルゴール）および／または胃、
腸などの臓器の微小組織を強調する色素や染料との少なくとも一方を用いる。色素内視鏡
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検査は、微小組織表面を顕著に強調し、患者の症状の診断、治療、緩和を目的として内視
鏡検査医が患部の生検、切除、焼灼、破壊などを行なうために、当該患部のより高い視認
性を提供する。
【００６２】
　本発明の方法およびシステムは、様々な応用が可能である。この新医療技術の応用例と
しては、グローバルな報告標準化の実現、特定臓器の生体構造の理解、ＳＡＣＥの記述、
異常があればその記録、症状や初期病変の正確な特定、内視鏡によるがんの切除の効果的
な計画と実施、および異なる検査者でも可能な効果的経過観察が挙げられる。
【００６３】
　本発明の重要な実施形態は、領域の見逃しがないようにすべく冗長かつ重複することが
求められる複数の画像が必要である。これにより、練度の低い者であっても検査を行なう
ことが可能となる。上下消化管のＳＡＣＥについて述べたように、ＳＡＣＥの新たなプロ
トコルの結果として開発された間違えようのない内視鏡検査（ｅ－ＳＡＣＥ）により、電
子システムまたはソフトウェアが、検査を自動化する。ｅ－ＳＡＣＥは、操作者が英数字
的検査の正確な順序を間違いなく辿り、完全な検査を実行するように案内する。これによ
り、検査ごとの撮影画像との盲点のない正確な一致が得られる。そして例えば先の分析や
入力に基づくことにより、各英数字コード化された領域の容易な認識が可能とされる。ｅ
－ＳＡＣＥソフトウェア自体は、検査に適していない画像（例えば、取得済み、不明瞭、
不鮮明、繰り返し）の撮影を行なわなくてもよい。当該システムは、撮影画像が順序通り
のものであるかそうでないかに応じ、操作者に対して音、信号、色（但しこれらに限られ
るものではない）を用いて警告する。ｅ－ＳＡＣＥは、間違いがないように電子的に自動
化された、ユニバーサルなＳＡＣＥであり、施術者ごとの内視鏡検査同士の比較を容易に
する。
【００６４】
　内視鏡先端の生体内における位置決めは、当該内視鏡先端とモニタやプロセッサ間で電
子信号、磁気信号、音響信号、またはインターネット信号を送受信することにより行なわ
れ、当該信号は、東西南北あるいはこれらの組合せ（南東、北西など）の位置を正確に示
す角度（０度から３６０度）を測定する。画像の再構成は、撮像された臓器に似せてデジ
タル化されたモデルに加え、臓器内の内視鏡画像を用いる。一方、プロセッサや装置から
内視鏡への入力信号は、挿入距離、ホイール目盛りの動き、シャフトの回転、究極的には
内視鏡先端の動きの完全な制御を、検査者ができるようにする。操作は、手動または制御
装置により外部より行なわれる。検査者によって仮想的または非実在的に操作される電子
的にプログラムされたデジタルシステムを通じて、内視鏡先端の動きが操作されることに
より、仮想的または非実在的な内視鏡処置（テレ内視鏡検査、ロボット内視鏡検査、サテ
ライト内視鏡検査とも称される）の実行が可能とされる。
【００６５】
　図１は、本発明の使用状態を例示している。本発明は、内視鏡システム１０を提供する
。これにより、内視鏡検査医であるか否かによらず、医療従事者が、被検者１２の内臓を
撮像するために体系的にプロトコル付けられたプロセスを実行し、あらゆる医療従事者が
目標領域を容易に特定できるように、一般用語のセットから選ばれた記述子を記録する。
当該プロセスは、患部の位置特定と記述をより高い正確性で行なうことを可能にするとと
もに、再現可能性も高めている。図示の通り、本発明の内視鏡システム１０は、内視鏡１
４、角度測定アダプタ１６、および目盛り付き内視鏡シャフト１８を含んでいる。目盛り
付き内視鏡シャフト１８は、プロセッサ２０に接続されている。画像は、メールまたはイ
ンターネット２２により然るべき権限を有する医療専門家に転送されうる。転送された画
像は、一般外科医による解釈、報告、再検討、局所的切除、開腹切除に供される。当該画
像は、ディスプレイ２４に表示可能である。ここで用いる「内視鏡検査」という語は、腸
内視鏡検査を含む意味である。
【００６６】
　図２は、使用状態における角度測定アダプタ１６の正面図である。角度測定アダプタ１
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６は、一般的な内視鏡１４のヘッドに装着され、目標位置の左右の動きと上下の動きの双
方について正負の角度座標を記録する手段を提供する。角度測定アダプタ１６は、角度（
０度から３６０度の区間）のマーク２６を有する半円形状の装置である。角度測定アダプ
タ１６は、上下ホイール２８と左右ホイール３０の間においてこれらと平行に配置され、
内視鏡検査医に左右ホイールと上下ホイールの回転角度を知らせる。また角度測定アダプ
タ１６は、処置を再現可能とするとともに疑いのある患部の経過観察を容易にする座標系
を提供する。
【００６７】
　図３から図５は、上消化管についての一般用語を例示する表３２を示している。図示の
一般用語リストにおいて、参照番号３４の各々は、位置記述子３６に対応付けられている
。位置記述子３６は、画像の解剖学的位置、および当該画像の可視化に用いられる光の種
別を記述するために用いられる。
【００６８】
　図６は、本発明に係るインテリジェントマウスピース３８を示す斜視図である。本発明
は、被検者平面（すなわち前頭面と矢状面）に対するスコープの傾きを測定するマウスピ
ース３８を提供する。マウスピース３８は、（初心者や内視鏡医検査医でない者でも）容
易かつ再現可能に体系化された色素内視鏡検査を行ない、目標領域を適切に特定する手法
を提供する。インテリジェントマウスピース３８は、標準マウスピース４０とスリーブ４
２を備えている。スリーブ４２は、被検者を基準とした内視鏡の傾きの程度を測定するた
めのマーク４４（０度、±４５度、±９０度、±１３５度、±１８０度）を有している。
インテリジェントマウスピース３８のスリーブ４２は、標準マウスピース４０に装着され
る。スリーブ４２は、排出および吸引用の横孔４５を有している。
【００６９】
　図７は、本発明に係るインテリジェントマウスピース３８を示す斜視図である。本発明
は、被検者平面（すなわち前頭面と矢状面）に対するスコープの傾きを測定するマウスピ
ース３８を提供する。マウスピース３８は、（初心者や内視鏡医検査医でない者でも）容
易かつ再現可能に体系化された色素内視鏡検査を行ない、目標領域を適切に特定する手法
を提供する。インテリジェントマウスピース３８は、スリーブ４２を備えている。スリー
ブ４２は、被検者を基準とした内視鏡の傾きの程度を測定するためのマーク４４（０度、
±４５度、±９０度、±１３５度、±１８０度）を有している。インテリジェントマウス
ピース３８のスリーブ４２は、標準マウスピース４０に装着される。スリーブ４２は、排
出および吸引用の横孔４５を有している。
【００７０】
　図８は、本発明に係るインテリジェントマウスピース３８を示す斜視図である。本発明
は、目盛りマーク４８が付されたシャフト４６を提供する。目盛りマーク４８は、シャフ
ト４６の両側に１８０度離れて付された長手方向に延びる線である。目盛りマーク４８は
、装置の回転の基準点として、マウスピース３８と協働して被検者平面（すなわち前頭面
と矢状面）に対するスコープの傾きを測定する。インテリジェントマウスピース３８は、
スリーブ４２を備えている。スリーブ４２は、被検者を基準とした内視鏡の傾きの程度を
測定するためのマーク４４（０度、±４５度、±９０度、±１３５度、±１８０度）を有
している。インテリジェントマウスピース３８のスリーブ４２は、標準マウスピース４０
に装着される。標準マウスピース４０からスリーブ４２の体内側端までは１ｃｍである。
スリーブ４２は、排出および吸引用の横孔４５を有している。
【００７１】
　図９は、本発明に係るシャフト４６の斜視図である。本発明は、目盛りマーク４８が付
されたシャフト４６を提供する。目盛りマーク４８は、シャフト４６の両側に１８０度離
れて付された長手方向に延びる線である。目盛りマーク４８は、装置の回転の基準点とし
て、マウスピース３８と協働して被検者平面（すなわち前頭面と矢状面）に対するスコー
プの傾きを測定する。目盛りは部材全体に示されており、センチメートル単位の区分がな
されているため、正確な測定が可能である。
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【００７２】
　図１０は、被検者平面を示す斜視図である。模式的に描かれた被検者１２が、矢状面５
０、前頭面５２、および横断面５４に分割されている。本発明は、体系的なプロセスを提
供する。これにより、医療従事者が、被検者１２の内臓を撮像するために体系的にプロト
コル付けられたプロセスを実行し、あらゆる医療従事者が目標領域を容易に特定できるよ
うに、一般用語のセットから選ばれた記述子を記録する。当該プロセスは、患部の位置特
定と記述をより高い正確性で行なうことを可能にするとともに、再現可能性も高めている
。
【００７３】
　図１１は、本発明の利点を説明する図である。曲線５６は、検診を受ける人数６２が増
加するにつれて、（浸潤がんとは逆に）限局がんの発見率が増加する旨を示している。胃
の限局がんは、統計的には健常者３６０人に１人の割合で発見される。臓器や病種を問わ
ず、適切な時期に検査される人数が増えれば、早期発見と高い治癒率が得られる。したが
って、座標系を活用した内視鏡検査の体系化は、リソースを最大限活用してより多くの者
に対する検診を可能とし、腫瘍の早期発見、および臓器の部分的切除を要せずに治療でき
る処置を可能とする。
【００７４】
　図１２は、操作者依存性６４と検診を受ける人数６２の関係を示す図である。従来の内
視鏡検査法は高い操作者依存性６６を有するため、大規模な検診の実施が顕著に制限され
る。すなわち検診を受ける人数６２が制限される。本発明によれば、体系的な色素内視鏡
検査（ＳＣＥ）および体系的な色素腸内視鏡検査（ＳＣＣ）を通じて、低い操作者依存性
６８がもたらされ、検診を受けられる人数６２が増加する。
【００７５】
　図１３は、本発明により提供される包括的かつ重畳的な撮像を説明する図である。従来
プロトコルに基づく撮像システム７０と、本発明に係る新規なプロトコルに基づく撮像シ
ステム７２が図示されている。従来プロトコルに基づく撮像システム７０の場合、複数の
画像７４の間に隙間７６が形成される。隙間７６は、被検臓器における非撮像部を表して
いる。本発明は、複数の画像７８が重畳部分８０を有することを要求する。これにより撮
像されない領域がなくなるため、練度の低い者による検査の実行が可能とされ、熟練した
内視鏡検査医（ＥＥＳ）や内視鏡検査監督医（ＭＥＳ）が使える時間が最大化される。こ
れらの冗長性を伴う画像によって、近い将来に上記のプロトコルと座標系に基づく画像化
ソフトウェアが開発され、全表面にわたって微小組織レベルの解像度を伴う臓器画像の再
構成とフィルムへの定着が可能となる。ＳＥＳにとっては、誤りが防止される度合いが向
上する。映像情報が取得されない場合（ある部分がスキップされた場合など）、当該ソフ
トウェアは、隙間を表示する。また当該ソフトウェアは、検査が行なわれている間に処理
を開始できる。よって臓器の一部に係る情報が欠落している場合、新たに検査を行なうこ
となく当該欠落を補完できる。当該ソフトウェアは座標情報を伴っており、一度フィルム
が取得されれば、撮像を要する領域へと操作者を案内できる（操作者依存性が低い）。当
該座標情報は、デジタル信号として送信されうる。これは仮想放射線検査サービスが行な
っているもの（オーストラリアにいる放射線科医が、真夜中のフロリダにおける放射線検
査を行なう）と同様の手法である。当該座標情報は、印刷されてＥＥＳやＭＥＳに提供さ
れうる。
【００７６】
　図１４は、本発明のフェーズ０を説明するフローチャートである。本発明は、操作者依
存性を低下させ、コストを低下させ、地域リソースの利用を向上させるものであり、腫瘍
に至るまでの時間（ｔｔｔまたはｔ３）を著しく減少させることが期待される。フェーズ
０においては、熟練した内視鏡検査医８２が検診のほぼ全てを行なう。図１４に示すよう
に、高リスク集団３２５人の検査ごとに約１つの限局性がんが発見される。本発明は、熟
練した内視鏡検査医８２が早期発見された限局性病状の治療８４に対してより多くの時間
を使えるようにする。
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【００７７】
　図１５は、本発明のフェーズ１を説明するフローチャートである。フェーズ１において
は、熟練した内視鏡検査医８２は、ＳＣＣまたはＳＣＥを行なう多くの熟練した検査者を
監督している。よって、腫瘍に至るまでの時間は、検査者の数に比例して減少する。例え
ば、検査者の数を１０倍にすれば、限局性がんの発見頻度は１０倍となり、救える人命の
数も１０倍となる。熟練した検査者は、医学博士号の取得者８６と医学博士号の非取得者
８８を含む。
【００７８】
　図１６は、本発明のフェーズ２を説明するフローチャートである。フェーズ２において
は、熟練した内視鏡検査医８２は、少なくとも１人の一般開業医や標準レベルの検査者（
医学博士号取得者）８６を監督し、それらが少なくとも１人の別の検査者９０を監督する
。よって熟練した内視鏡検査医８２は、限局性腫瘍の切除９２などの手術的処置により多
くの時間を使えるようになる。熟練した検査者らは、やがて熟練した検査監督者となり、
検査者の人数が増加する。熟練した検査者を育てるためのコストは年月を経て劇的に減少
し、社会的コストの減少を可能にするとともに、大規模な検診のかなり早期の実施を可能
にする。
【００７９】
　図１７は、本発明のフェーズ３を説明するフローチャートである。フェーズ３において
は、熟練した内視鏡検査医８２は、内視鏡検査監督医（ＭＥＳ）９４により監督される。
当該ＭＥＳ９４は、遠隔地９６（異なる地域や国）において当該熟練した内視鏡検査医８
２を監視できる。ＭＥＳ９４は、遠隔地９６から病状を管理することができ、必要に応じ
て遠隔医療に基づく手術を行なうこともできる。当該内視鏡検査医８２は、地域的に実施
される検診を監督できる。
【００８０】
　図１８は、体系的な内視鏡アプローチを用いる、胃腸などのがんに対する新たな医療提
供ピラミッドを示している。内視鏡検査監督医９４はピラミッドの頂点に位置し、少なく
とも１人の熟練した内視鏡検査医８２、熟練した検査監督者９８、熟練した検査者１００
がこの順序で続く。これにより、被検者１０２の数を大幅に増やすことができる。
【００８１】
　図１９Ａと図１９Ｂは、本発明に係る座標系を示す図である。当該座標系は、アナログ
であってもデジタルであってもよく、検査の再現性を向上する。デジタル信号に変換され
れば遠隔地へ転送が可能であり、遠隔医療の実施を行ないうる。また、新規な内視鏡検査
命名法が、特定の臓器における各部位を記述する。
【００８２】
　図２０は、上消化管におけるＳＡＣＥの短縮化されたプロトコルを示す画像であり、下
咽頭および食道のＥＣＥ（ＮＢＩ）画像、白色光を用いた胃の画像、および一般的な（イ
ンディゴカルミンを用いた）腸内視鏡画像を含んでいる。各領域の数字は、処置における
順序を示している。
【００８３】
　図２１は、自動化されたＳＡＣＥ処置（ｅ－ＳＡＣＥ）を表す図である。図２１Ａは、
前述のＳＡＣＥ処置における順序と合致しない場合に、電子プロセッサにより提供される
境界線の例を示している。モニタは、撮影された画像がプロトコルから外れたものであり
、再撮影または方向修正が必要である旨を操作者に伝える赤色の線を表示する。音声など
の信号を出力してもよい。
【００８４】
　図２１Ｂは、前述のＳＡＣＥ処置における順序と合致する場合に、電子プロセッサによ
り提供される境界線の例を示している。モニタは、撮影された画像がプロトコルに沿った
ものである旨を操作者に伝える緑色の線を表示する。音声などの信号を出力してもよい。
プロセッサへの画像の取り込みは、手動で行なわれてもよいし（撮像の操作者依存性を伴
う）、自動で行なわれてもよい（撮像の操作者依存性を伴わない）。
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【００８５】
　図２１Ｃは、前述のプロトコルおよび電子システムに基づいて適切に撮影された画像を
示している。電子システムは、電子プロセッサにより提供される境界線により、撮像や記
録を要する次の領域へ操作者を再び案内する。モニタは、撮影された画像がプロトコルに
沿ったものである旨を操作者に伝える緑色の線を表示する。音声などの信号を出力しても
よい。プロセッサへの画像の取り込みは、手動で行なわれてもよいし（撮像の操作者依存
性を伴う）、自動で行なわれてもよい（撮像の操作者依存性を伴わない）。処理は、検査
が完了するまで繰り返される。
【００８６】
　図２２は、撮影画像とともにデータを表示するモニタを示している。データは以下に列
挙するものを含んでいる。
　・ｅ－ＳＡＣＥにより得られたデータ（Ｒ：領域；Ａ：部位）
　・ＥｎＰＳにより得られたデータ（Ｉ：何ｃｍ挿入されたか；ＬＷ：大ホイールにより
測定された値；ＳＷ：小ホイールにより測定された値；Ｒ：インテリジェントマウスピー
スとシャフトにより測定された回転角度）
　・電子ガスプロセッサにより得られたデータ（Ｉｎｓ：送気圧；検査時において胃管腔
に注入された空気や二酸化炭素の量を示す）
【００８７】
　上記の各要素あるいはそれらの組合せは、上記のものとは異なる手法に対しても有益に
応用できる場合がある。
【００８８】
　これまで説明してきた本発明に係る新規な特徴は、添付の特許請求の範囲において特定
される。本発明は、上記の詳細な例に限定されるものではない。上記の装置の形態や動作
は、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業者が考えうる様々な省略、修正、置き
換え、変更が可能である。
【００８９】
　これまでの説明は、さらなる分析を要することなく本発明の趣旨を明らかにしている。
他の者は、先行技術に基づいて現在の知識を適用することによって、本発明に係る包括的
あるいは特定の態様に不可欠な特性を構成する特徴が省略されることなく、容易に本発明
を様々な用途に適応させうる。
【符号の説明】
【００９０】
　本発明に係る内視鏡システムおよび装置を説明する図面の記載について説明する。同様
の参照文字は、複数の図面を通じて同様の要素を指す。様々な図を通じて、以下に列挙す
る参照番号が使用される。
【００９１】
　１０：本発明に係る内視鏡システム、１２：患者、１４：内視鏡、１６：角度測定アダ
プタ、１８：目盛り付き内視鏡シャフト、２０：プロセッサ、２２：インターネット、２
４：ディスプレイ、２６：目盛り付き角度マーカ、２８：上下動ホイール、３０：左右動
ホイール、３２：領域を標準化した表の例、３４：参照番号の用例、３６：位置記述子の
用例、３８：インテリジェントマウスピース、４０：標準マウスピース、４２：スリーブ
、４４：インテリジェントマウスピースの傾斜角マーク、４５：横孔、４６：シャフト、
４８：シャフトの目盛りマーク、５０：矢状面、５２：前頭面、５４：横断面、５６：グ
ラフのプロット、５８：浸潤がん、６０：限局がん、６２：検診を受けた人の数、６４：
操作者依存性、６６：高い操作者依存性、６８：低い操作者依存性、７０：先行技術に係
る撮像システム、７２：本発明に係る撮像システム、７４：先行技術に係る画像、７６：
被検臓器における非撮像部、７８：本発明の撮像システムによる撮影像、８０：撮影像に
おける重畳部分、８２：熟練した内視鏡検査医、８４：治療、８６：熟練した検査係（医
学博士）、８８：熟練した検査係（非医学博士）、９０：その他の熟練した検査係、９２
：切除、９４：内視鏡検査の監督医、９６：遠隔地、９８：熟練した検査係の監督者、１
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００：熟練した検査係、１０２：検診を受ける人の数

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】
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【図２０】
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【図２１Ａ】
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【図２１Ｂ】
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【図２１Ｃ】
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【図２２】

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月19日(2013.9.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　また、当該方法は、内視鏡の位置決めシステム（以降、座標システムとも記す）を用い
る。当該システムは、アナログでもデジタルでもよく、検査の再現性を向上させうる。デ
ジタル化された情報は遠隔地に転送され、遠隔医療やロボット手術を可能にする。加えて
、新規な内視鏡医療の命名法が、特定の内臓器における各部位または部分を記述する。
　さらに、本発明の方法は、内臓器表面全体を覆う所定数の領域の画像記録に基づく完全
な内視鏡による腔内全面観察のためのプロトコルを示す。画像記録自体は実績のあるもの
を用いる。完全性は、既知の開始点と終了点を含む複数の領域を、指定された順序に従う
ことにより得られる。これにより検査者は、新規な内腔命名法を利用する完全な表面の評
価ができるようになる。当該命名法は、例えば上下消化管（ＧＩ）の表面全体にマップさ
れた各小領域に名称と番号を割り当てる。間違えようがなく完全に信頼できる検査を実行
し、検査ごとに得られる画像との正確な一致を盲点なしに提供するために、この新規な命
名法は、プロセッサ内に電子的に格納されており、正確な順序での英数字的検査を実行す
るように操作者をガイドする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　消化器官の検査がなされる手法を再構成するのに十分な技術が今や存在する。ここに記
載する本発明と全ての既存技術を利用することにより、完全な可視化が可能となり、疾病
をかなり早期に発見し、消化器官の悪性腫瘍に対する治療法の導入と補強が可能となる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　今日では、ＳＥＧが上消化管の検査における絶対的な標準であり、腸疾患については標
準的な腸鏡検査がそれに当たる点について権威ある者の大半が同意している。「仮想的な
腸鏡検査」（ＣＴスキャン）を用いる幾つかの試みが研究されているが、腸鏡検査は、現
在のところ診断法における先行技術とみなされている。現在の上下内視鏡検査は、不完全
性が存在し、操作者への依存性が高いという点において制約がある。この事実は、コスト
が上昇し、必要なときに対応可能な操作者を得にくいことを意味する。すなわち大規模な
検診においては制限が顕著となる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　標準化の欠如は、別の制約をもたらしている。すなわち、従うべき特定のプロトコルが
存在せず、特定のプロトコルが採用されておらず、視認された情報は、永続的に記録され
ないことが一般的である。この事実は、顕著な問題を生じさせている。例えば、ある操作
者には見えない病変が、別の操作者には見える場合がある。逆もまた然りである。病変の
局在化は困難をもたらす場合がある。しかしながら本発明は、内視鏡を用いた消化器官検
査を行なう手法を前提として、標準化を導入するものである。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の主目的は、英数字連続コード化されて間違えようのない新規な内視鏡処置（Ｓ
ＡＣＥ）を含む内視鏡処置を実行するシステムおよび装置、自動化されて間違えようのな
い内視鏡検査のための新規な電子システム（ｅ－ＳＡＣＥ）、単純な座標軸を用いてマッ
ピングを行なう座標系として記述され、新規なマウスピース、新規な内視鏡シャフト、お
よび角度測定装置を備えている内視鏡位置決めシステム（ＥｎＰＳ）、および自動化され
たＥｎＰＳのための新規な電子システムを提供することにある。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明は、改善された内視鏡処置を行なう方法と装置を提供する従来技術の欠点を克服
する。当該内視鏡処置は、腸、口、下咽頭、喉頭、十二指腸、小腸、膀胱、尿道、胸腔、
細気管支、気管、腹腔、中耳などを含む内臓に対して行なわれる。本発明は、体系的な色
素内視鏡検査（ＳＣＥ）と体系的な色素腸鏡検査（ＳＣＣ）の少なくとも一方を含む。こ
れらは、ともに体系的に英数字コード化された内視鏡検査（ＳＡＣＥ）という手法に分類
される。ＳＡＣＥは、臓器の全内腔表面をくまなく観察するための手法である。ＳＡＣＥ
は、内視鏡処置により検査される消化管の全表面の、英数字的、連続的、体系的かつ詳細
な写真またはビデオによる記録によって特徴づけられる。腹部腫瘤の精査のためのコンピ
ュータ断層撮影（ＣＴスキャン）と同様に、ＳＡＣＥは、上下消化管全体の腔内スキャン
を行なう。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
【図１】本発明の使用状態を説明する図である。
【図２】使用状態にある角度測定アダプタの正面図である。
【図３】上消化管についての一般用語を例示する表である。
【図４】図３に続いて、上消化管についての一般用語を例示する表である。
【図５】図４に続いて、上消化管についての一般用語を例示する表である。
【図６】本発明に係るインテリジェントマウスピースを示す分解斜視図である。
【図７】本発明に係るインテリジェントマウスピースを示す斜視図である。
【図８】本発明に係るインテリジェントマウスピースが装着された状態を示す斜視図であ
る。
【図９】本発明に係る内視鏡シャフトを示す斜視図である。
【図１０】被検者平面を説明する図である。
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【図１１】本発明により提供される包括的かつ重畳的な撮像を説明する図である。
【図１２Ａ】本発明に係る座標系を示す図である。
【図１２Ｂ】本発明に係る座標系を示す図である。
【図１３】２８領域からなる短縮化されたＳＡＣＥ処置の例を説明する図である。
【図１４Ａ】ｅ－ＳＡＣＥ処置または機構の例を説明する図である。
【図１４Ｂ】ｅ－ＳＡＣＥ処置または機構の例を説明する図である。
【図１４Ｃ】ｅ－ＳＡＣＥ処置または機構の例を説明する図である。
【図１５】上消化管検査において電子的な内視鏡位置決めシステム（ＥｎＰＳ）とｅ－Ｓ
ＡＣＥシステムの双方により提供されたデータを表示するモニタの例を説明する図である
。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
  本発明は、消化管の完全な可視化を行なう新規なプロセスを提供する。当該プロセスは
、体系的に英数字コード化された内視鏡検査（ＳＡＣＥ）を通じて行なわれる。ＳＡＣＥ
は、先進の内視鏡検査技術として、内視鏡処置により検査される消化管の全表面の、英数
字的、連続的、体系的かつ詳細な写真またはビデオによる記録によって特徴づけられる。
腹部腫瘤の精査のためのコンピュータ断層撮影（ＣＴスキャン）と同様に、ＳＣＥまたは
ＳＣＣは、上下消化管全体の腔内スキャンを行なう（ＳＣＥは、下咽頭、食道、胃、およ
び十二指腸の第３部までを対象とし、ＳＣＣは、直腸、結腸、および回腸末端を対象とす
る）。特定の領域または象限（後述する座標系により得られる）に病変が見つかった場合
、当該病変は、別の内視鏡施術者によっても容易に場所が特定され、時間が経過しても観
察されうる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　１）被検者は左側臥位をとり、ベッドを検査者の腰の高さとする。内視鏡の挿入が行な
われると、続いて連続的かつ体系的な検査、および写真またはビデオによる被検臓器の撮
影が行なわれる。完全性は、既知の開始点と終了点を含む複数の領域を、指定された順序
に従うことにより得られる（例えば、上消化管ＳＡＣＥの対象を８つの領域とし、下消化
管ＳＡＣＥの対象を５つの領域とする）。これにより検査者は、完全な表面の評価が行な
われたことを証明できる。消化管表面にマップされた全ての領域に名称と番号を割り当て
る新規な内腔命名法を用いて処置が行なわれる。
【手続補正１３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　２）続いて、重なり合った余分な部分を含む表面の撮影画像が白色光と染料により再構
成される。この処理は電子的な色素内視鏡検査（ＥＣＥと略記される）により行なわれる
が、これに限られるものではない。例えば、オリンパス（登録商標）による狭帯域光観察
（ＮＢＩ）や、診断のために表面の微小血管や腺窩を強調するその他の電子システムが用
いられる。染料は既存のもの（特異分子でないもの）が用いられる。または目標物に特化
した化学物質としてプロテインやその一部（エピトープと呼ばれる）を含む染料が用いら
れる。すなわち、このテストは、将来的には患部の特定を支援するためにモノクローナル
抗体に使用されうる。モノクローナル抗体は、今日多くの種類のがん治療に用いられてい
る。将来的には、内視鏡処置において腫瘍の位置特定を助けるために用いられうる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　３）間違えようのない内視鏡検査のために自動化された電子システム（ｅ－ＳＡＣＥ）
は、完全な可視化の方法（ＳＡＣＥとして記載され、英数字コード化されたシーケンスに
基づく）を含むものとして得られる。ｅ－ＳＡＣＥは、操作者が英数字的検査の正確な順
序を間違いなく辿り、完全な検査を実行するように案内する。これにより、検査ごとの撮
影画像との盲点のない正確な一致が得られる。また組織異常のある領域に係る先の分析や
入力に基づくことにより、各英数字コード化された領域の容易な認識が可能とされる。ｅ
－ＳＡＣＥソフトウェア自体は、検査に適していない画像（例えば、取得済み、不明瞭、
不鮮明、繰り返し）の撮影を行なわない。当該システムは、撮影画像が順序通りのもので
あるかそうでないかに応じ、操作者に対して音、信号、色（但しこれらに限られるもので
はない）を用いて警告する。病変が発見されなかった場合、ｅ－ＳＡＣＥは、柔軟に追加
の画像を取得する。ｅ－ＳＡＣＥは、間違いがないように電子的に自動化された、ユニバ
ーサルなＳＡＣＥであり、施術者ごとの内視鏡検査同士の比較を容易にする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　またＮＢＩシステムのような電子色素内視鏡検査（ＥＣＥ）を用いるＳＡＣＥは、国際
的に認められている技術であり、赤血球（赤色血液細胞）の撮像性を高める特定波長の光
を使用する。これにより赤血球がよく見えるようになり、非常に小さな（２～３ｍｍ）が
ん病変の発見が容易となる。またＳＡＣＥは、従来の色素内視鏡検査を用いる。インディ
ゴカルミン、ルゴール（登録商標）などの胃や腸の微小組織を強調する色素や染料が用い
られる。これにより、食道、胃、および腸の表面微小組織が顕著に強調され、患者の症状
を診断、治療、緩和するために内視鏡検査医が病変の生検、切除、焼灼、破壊などを行な
う際に、当該病変を非常に見やすくする。本発明を用いることにより、多くの患者を対象
としたときに小さな胃腫瘍を見逃すリスクを軽減するために、ＳＡＣＥに加えて前投薬、
ＮＢＩ、および色素内視鏡検査を行なうことが有効である旨が判明した。幾つかの医学書
は、ＮＢＩが色素内視鏡検査にとって代わると予想している。しかしながら、これら２つ
の技術の一方（色素内視鏡検査）は、安価で長い実績があり、他方（ＮＢＩ）は新しく高
価である。よってこれらは相互の長所と短所を補い合う方がよい。したがって、本発明に
係るＳＡＣＥにおいては、これら双方を用いるだけでなく、早期発見率を高める新しい技
術を導入している。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　幾つかの重要なパラメータの測定値からなる座標系は、テストの再現性を高める一方で
、検査の操作者依存性を低下させる。技術が機器の形で提供されるほどに、検査は非常に
簡単となり、検査ごとのコストは低下し、より多くの人数に対する検診が可能となる。検
査が終了すると、連続撮影された画像が、個別にあるいは領域ごとに評価される。または
当該連続撮影された画像が臓器表面のパノラマ画像として結合される。当該連続撮影され
た画像は、アドバイスや処置のために、必要に応じて提示または送信される。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　４）臓器の空気膨張が適当であるかをモニタし、維持する。上消化管の場合、臓器中の
空気の量が重要である。空気の量が足りなければ患部が内視鏡に接近し、多ければ離間す
る。特に胃における患部の場合、内視鏡の先端のシャフトからの角度が９０度に近づくた
め、送気が過剰であると、内視鏡の先端に配置されたカメラと患部間の距離が長くなり、
送気が不足であると、当該カメラと患部間の距離が短くなる。臓器の壁までの距離は、嚢
などの体腔の場合においても重要である。この作業は現在のところ完全に操作者に依存し
ており、二酸化炭素（他の気体でもよい）送気機と内蔵型の測定機または小型ソナーチッ
プの支援を受けて行なわれる。測定機は、臓器中の二酸化炭素量または腔内の二酸化炭素
圧を測定する。ソナーチップは、正しい量の空気が存在するようにできる（とは言え、量
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は操作者次第で変わりうる）。測量は、手作業やデジタル的に行なわれてもよい。いずれ
の場合においても記録がなされる。記録された値は遠隔地に送信されてもよい。座標系に
おける座標６として参照される。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　５）情報が取得されると、当該情報はデジタル化され、評価または送信されうる。最近
の研究によれば、内視鏡検査の経験がない、または練度の低い施術者が、ＮＢＩと白色光
を用い、最高熟練者と同様の頻度でがん病変を発見することができたという報告がなされ
ている。これにより、練度が比較的低いスタッフでより大規模な検診を実施することが可
能となる。臨床的に認められれば、大幅なコスト削減がなされる。本発明は、このような
変化を起こすことを可能にするものである。本発明における重要な特徴は、座標系と現在
の撮像技術を用い、ソフトウェアで臓器表面の再構成を行なうことにある。これにより、
操作者依存性を低下させ、コストを削減し、社会に大きな影響を与えることが可能となる
。また、新しい医療専門家や技術者を訓練して生み出す扉を開くことにより、コスト削減
がなされ、検査の大規模な実施が可能とされる。したがって、上記の機器を用いて現在検
査が行なわれている、または行なわれる可能性がある消化管、嚢、膣、鼻、喉、肺などの
臓器について、内視鏡検査の標準化がなされることにより、技術の習得、施術の再現、シ
ステム化が容易となる。医学界における人材交流もより効率的になる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　８つの領域（I：下咽頭、II：食道、III：胃洞、IV：本体下部３分の１、V：本体中間
部３分の１、VI：本体上部３分の１、VII：小弯、VIII：十二指腸）を含む上消化管に対
してＳＡＣＥを行なう場合の部位の名称と番号を以下に列挙する。但し、この順序に限定
されるものではない。略字が表す内容は、以下の通りである。
　ＷＬ：白色光
　ＥＣＥ：電子的色素内視鏡検査
　ＩＣ：インディゴカルミン　０．２５％
　Ｌｕ：ルゴール
　なお、白色光を用いる短縮化された手順（８領域と２８の基本部位からなる）を図１３
に示す。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　領域Ｉ：右結腸
　　部位１　回腸末端
　　部位２　盲腸
　　部位３　上行結腸の先端部３分の１
　　部位４　上行結腸の中間部３分の１
　　部位５　上行結腸の基端部３分の１
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　領域II：横行結腸
　　部位６　横行結腸から見た肝湾曲部
　　部位７　横行結腸の基端部
　　部位８　横行結腸の中間部（Ｍｉｄ－Ｔ）
　　部位９　横行結腸の先端部
　領域III：左結腸
　　部位１０　下行結腸から見た脾湾曲部
　　部位１１　下行結腸の基端部
　　部位１２　下行結腸の中間部
　　部位１３　下行結腸の先端部
　領域IV：Ｓ字結腸
　　部位１４　下行結腸とＳ字結腸のアングル
　　部位１５　Ｓ字結腸の基端部
　　部位１６　Ｓ字結腸の中間部
　　部位１７　Ｓ字結腸の先端部
　領域Ｖ：直腸
　　部位１８　Ｓ字結腸と直腸のアングル
　　部位１９　直腸の基端部
　　部位２０　直腸の中間部
　　部位２１　直腸の先端部
　　部位２２　後屈視による直腸の先端部
　　部位２３　肛門管
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　図１１は、本発明により提供される包括的かつ重畳的な撮像を説明する図である。従来
プロトコルに基づく撮像システム７０と、本発明に係る新規なプロトコルに基づく撮像シ
ステム７２が図示されている。従来プロトコルに基づく撮像システム７０の場合、複数の
画像７４の間に隙間７６が形成される。隙間７６は、被検臓器における非撮像部を表して
いる。本発明は、複数の画像７８が重畳部分８０を有することを要求する。これにより撮
像されない領域がなくなるため、練度の低い者による検査の実行が可能とされ、熟練した
内視鏡検査医（ＥＥＳ）や内視鏡検査監督医（ＭＥＳ）が使える時間が最大化される。こ
れらの冗長性を伴う画像によって、近い将来に上記のプロトコルと座標系に基づく画像化
ソフトウェアが開発され、全表面にわたって微小組織レベルの解像度を伴う臓器画像の再
構成とフィルムへの定着が可能となる。ＳＥＳにとっては、誤りが防止される度合いが向
上する。映像情報が取得されない場合（ある部分がスキップされた場合など）、当該ソフ
トウェアは、隙間を表示する。また当該ソフトウェアは、検査が行なわれている間に処理
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を開始できる。よって臓器の一部に係る情報が欠落している場合、新たに検査を行なうこ
となく当該欠落を補完できる。当該ソフトウェアは座標情報を伴っており、一度フィルム
が取得されれば、撮像を要する領域へと操作者を案内できる（操作者依存性が低い）。当
該座標情報は、デジタル信号として送信されうる。これは仮想放射線検査サービスが行な
っているもの（オーストラリアにいる放射線科医が、真夜中のフロリダにおける放射線検
査を行なう）と同様の手法である。当該座標情報は、印刷されてＥＥＳやＭＥＳに提供さ
れうる。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　図１２Ａと図１２Ｂは、本発明に係る座標系を示す図である。当該座標系は、アナログ
であってもデジタルであってもよく、検査の再現性を向上する。デジタル信号に変換され
れば遠隔地へ転送が可能であり、遠隔医療の実施を行ないうる。また、新規な内視鏡検査
命名法が、特定の臓器における各部位を記述する。
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　図１３は、上消化管におけるＳＡＣＥの短縮化されたプロトコルを示す画像であり、２
８の部位を含んでいる。各領域の数字は、処置における順序を示している。
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【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　図１４は、自動化されたＳＡＣＥ処置（ｅ－ＳＡＣＥ）を表す図である。図１４Ａは、
前述のＳＡＣＥ処置における順序と合致しない場合に、電子プロセッサにより提供される
境界線の例を示している。モニタは、撮影された画像がプロトコルから外れたものであり
、再撮影または方向修正が必要である旨を操作者に伝える赤色の線を表示する。音声など
の信号を出力してもよい。
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　図１４Ｂは、前述のＳＡＣＥ処置における順序と合致する場合に、電子プロセッサによ
り提供される境界線の例を示している。モニタは、撮影された画像がプロトコルに沿った
ものである旨を操作者に伝える緑色の線を表示する。音声などの信号を出力してもよい。
プロセッサへの画像の取り込みは、手動で行なわれてもよいし（撮像の操作者依存性を伴
う）、自動で行なわれてもよい（撮像の操作者依存性を伴わない）。
【手続補正３７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　図１４Ｃは、前述のプロトコルおよび電子システムに基づいて適切に撮影された画像を
示している。電子システムは、電子プロセッサにより提供される境界線により、撮像や記
録を要する次の領域へ操作者を再び案内する。モニタは、撮影された画像がプロトコルに
沿ったものである旨を操作者に伝える緑色の線を表示する。音声などの信号を出力しても
よい。プロセッサへの画像の取り込みは、手動で行なわれてもよいし（撮像の操作者依存
性を伴う）、自動で行なわれてもよい（撮像の操作者依存性を伴わない）。処理は、検査
が完了するまで繰り返される。
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　図１５は、撮影画像とともにデータを表示するモニタを示している。データは以下に列
挙するものを含んでいる。
　・ｅ－ＳＡＣＥにより得られたデータ（Ｒ：領域；Ａ：部位）
　・ＥｎＰＳにより得られたデータ（Ｉ：何ｃｍ挿入されたか；ＬＷ：大ホイールにより
測定された値；ＳＷ：小ホイールにより測定された値；Ｒ：インテリジェントマウスピー
スとシャフトにより測定された回転角度）
　・電子ガスプロセッサにより得られたデータ（Ｉｎｓ：送気圧；検査時において胃管腔
に注入された空気や二酸化炭素の量を示す）
【手続補正３９】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　これまでの説明は、さらなる分析を要することなく本発明の本質を明らかにしている。
他の者は、先行技術に基づいて現在の知識を適用することによって、本発明に係る包括的
あるいは特定の態様に不可欠な特性を構成する特徴が省略されることなく、容易に本発明
を様々な用途に適応させうる。
【手続補正４０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　１０：本発明に係る内視鏡システム、１２：患者、１４：内視鏡、１６：角度測定アダ
プタ、１８：目盛り付き内視鏡シャフト、２０：プロセッサ、２２：インターネット、２
４：ディスプレイ、２６：目盛り付き角度マーカ、２８：上下動ホイール、３０：左右動
ホイール、３２：領域を標準化した表の例、３４：参照番号の用例、３６：位置記述子の
用例、３８：インテリジェントマウスピース、４０：標準マウスピース、４２：スリーブ
、４４：インテリジェントマウスピースの傾斜角マーク、４５：横孔、４６：シャフト、
４８：シャフトの目盛りマーク、５６：グラフのプロット、５８：浸潤がん、６０：限局
がん、７０：先行技術に係る撮像システム、７２：本発明に係る撮像システム、７４：先
行技術に係る画像、７６：被検臓器における非撮像部、７８：本発明の撮像システムによ
る撮影像、８０：撮影像における重畳部分
【手続補正４１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）撮像される臓器内において先端の屈曲状態を制御する上下ホイールと左右ホイール
を有する内視鏡と、
　ｂ）内視鏡シャフトの回転を計測する目盛り付きマウスピース装置と、
　ｃ）１ｃｍごとに付された複数の円形マークを有する内視鏡シャフトと、
　ｄ）臓器内の部位または患部を参照して挿入長さを正確な測定するために、長手方向に
沿って延びる２本のマークと、
　ｅ）内視鏡およびスコープの大小ホイールと密接に関連付けられ、大ホイール（上下）
と小ホイール（左右）の移動角度を測定するために、０度から１８０度までの目盛りを有
する角度測定装置と、
を備えている、内視鏡検査装置。
【請求項２】
　前記内視鏡シャフトは、検査中の任意の時点において傾き角度を測定するために、長手
方向に沿って延びるマークをさらに有している、請求項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項３】
　前記内視鏡から画像データを受信および処理するプロセッサをさらに備えている、請求
項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項４】
　前記ホイールが動くことにより、前記プロセッサへ届けられる信号を出力する、請求項
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３に記載の内視鏡検査装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、前記信号を３次元画像に再構成する、請求項４に記載の内視鏡検査
装置。
【請求項６】
　前記マウスピース、前記角度測定装置、および前記内視鏡シャフトは、前記スコープホ
イールの傾き角度、前記スコープの挿入深さ、および前記シャフトの回転角度を測定し、
最終的には管腔内部におけるスコープ先端の配置を測定することにより、従来のスコープ
先端（カメラ）の位置と患部の解剖学的位置の正確な計算を可能にする、請求項１に記載
の内視鏡検査装置。
【請求項７】
　前記マウスピース装置は、従来のマウスピースに挿入され、０度から始まり３６０度に
至る角度を示す複数のマークを有しており、解剖学的平面における患者の正面に向けられ
る、請求項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項８】
　前記マウスピース装置は、従来のマウスピースに挿入され、０度、±４５度、±９０度
、±１３５度、および±１８０度を示す複数のマークを有している、請求項１に記載の内
視鏡検査装置。
【請求項９】
　前記マウスピース装置は、前記内視鏡先端の傾きと挿入深さをデジタル的に測定する電
子装置をさらに備えている、請求項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項１０】
　デジタル化されることにより、位置のリアルタイム監視と操作者へのフィードバックを
可能にする内視鏡座標系をさらに備えている、請求項１に記載の内視鏡検査装置。
【請求項１１】
　座標情報は、画像ごとにリアルタイムで記録される、請求項１０に記載の内視鏡検査装
置。
【請求項１２】
　ａ）撮像される臓器内において先端の屈曲状態を制御する上下ホイールと左右ホイール
を有する内視鏡と、
　ｂ）マウスピース装置であって、従来のマウスピースに挿入され、０度から始まり３６
０度に至る角度を示す複数のマークを有することによって内視鏡の回転を測定し、内視鏡
の回転と挿入深さをデジタル的に測定する電子装置をさらに備えているものと、
　ｃ）内視鏡シャフトであって、長手方向に沿って１ｃｍごとに付された複数の円形マー
クを有しており、基準点から内視鏡先端までの挿入深さを正確に取得するための電子シス
テムをさらに備えているものと、
　ｄ）０度から１８０度までの目盛りが付された角度測定装置であって、内視鏡およびス
コープの大小ホイールと密接に関連付けられて大ホイール（上下）と小ホイール（左右）
の移動角度を測定し、測定結果をデジタル化した信号をさらに備えているものと、
　ｅ）検査中はいつでも傾き角度を測定できる前記内視鏡先端と前記内視鏡シャフトに設
けられた長手方向に延びるマークと、
　ｆ）プロセッサであって、内視鏡から撮像データを受信して処理するとともに、前記大
小ホイールの動き、前記内視鏡シャフトの回転および挿入深さを示す信号が供給されると
、当該信号を３次元画像として再構成するものと、
　ｇ）座標を用いた電子内視鏡システムであって、前記スコープホイールの傾き角度、前
記スコープの挿入深さ、前記シャフトの回転角度、および最終的には管腔内部におけるス
コープ先端の配置を測定し、座標情報をリアルタイムに記録することにより、位置のリア
ルタイムな監視と操作者へのフィードバックを可能にするものと、
を備えている、内視鏡検査装置。
【請求項１３】
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　完全な臓器検査を容易にするために内視鏡検査が行なわれる順序が定められたプロトコ
ルにおいて、重なり合う複数の画像からなる完全可視化方法（体系的に英数字コード化さ
れた内視鏡検査；ＳＡＣＥ）であって、
　ａ）解剖学的特性および解剖学的ランドマークに基づいて、所定数の領域や部位に前記
臓器を正確に分割することにより、盲点なしに臓器全体を観察し、
　ｂ）前記所定数の領域や部位のそれぞれに、所定の名称と番号（英数字的命名法）を用
いる、
内視鏡検査方法。
【請求項１４】
　前記臓器は、咽頭、食道、胃と大腸である、請求項１３に記載の完全可視化方法。
【請求項１５】
　前記英数字的命名法は、前記咽頭、食道、胃と大腸における各小部位に名称と番号を付
与するものである、請求項１３に記載の完全可視化方法。
【請求項１６】
　上消化管（咽頭、食道、胃）においては、前記所定数の領域は８であるとともに、前記
所定数の部位は１０２以下であり、
　下消化管においては、前記所定数の領域は７であるとともに、前記所定数の部位は２３
である、請求項１３に記載の完全可視化方法。
【請求項１７】
　前記所定の英数字的命名法は、前記臓器内における部位の正確な記述と解剖学的位置特
定を可能にする、請求項１３に記載の完全可視化方法。
【請求項１８】
　完全な内面可視化（ｅ－ＳＡＣＥ）を自動化かつ間違いのないものとするために、電子
システムであって、
　ａ）内視鏡検査中に撮像を行なうためのプロセッサを有する内視鏡システムと、
　ｂ）電子プロセッサであって、普通の病理学的・解剖学的バリエーションを含む体系的
な英数字コード（ＳＡＣＥ）プラットフォームにより提供されるものと、
　ｃ）前記ＳＡＣＥプラットフォームに基づく画像認識システムであって、前記プラット
フォームに基づく手順通りであるか否かの画像を認識し、臓器の表面全体の完全かつリア
ルタイムな観察の自動化を容易にするものと、
　ｄ）音、信号、または色（但しこれらに限定されない）による警告システムであって、
前記所定の部位に基づいて、先に保存されているプラットフォームに関して手順に沿って
いるか否かを操作者に伝えるものと、
を備えている、電子システム。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、前記信号を３次元画像として再構成する、請求項１８に記載の電子
システム。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、前記内表面全体を冗長に重なり合う複数の画像で再構成する、請求
項１８に記載の電子システム。
【請求項２１】
　前記画像認識システムは、画像が手順に沿ったものであるか否かを認識することにより
、前記臓器の表面全体の完全な観察の自動化を容易にする、請求項１８に記載の電子シス
テム。
【請求項２２】
　前記警告システムがキャプチャ画像を承認または非承認すると、操作者による手動登録
または前記画像の自動的保存またはキャプチャに対する応答を出力する、請求項１８に記
載の電子システム。
【請求項２３】
　請求項１２に記載の座標系と請求項１８に記載の電子システムを結合し、解剖学的内腔
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位置の正確な情報とともにスコープの位置のリアルタイム監視を可能とする、システム。
【手続補正４２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図１２Ａ】
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【図１２Ｂ】
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【図６】



(48) JP 2014-527837 A 2014.10.23

【図７】
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【図９】



(51) JP 2014-527837 A 2014.10.23

【図１０】
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【図１１】
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【図１３】
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【図１４Ａ】
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【図１４Ｂ】
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【図１４Ｃ】
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【図１５】
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摘要(译)

内窥镜定位系统使用包括内窥镜，智能接口管，内窥镜轴和角度测量装
置的装置。 内窥镜包括控制内窥镜尖端在要成像的器官内的弯曲状态的
上下轮以及左右轮。 通过使用新吸嘴和新轴上提供的角度标记，智能吸
嘴可以准确地测量内窥镜的倾斜度。 内窥镜轴具有在与沿纵向方向延伸
的方向相交的方向上定向的标记，以便数字地获得输出并准确地获取从
内窥镜的基准点到尖端的插入长度。 角度测量装置用于精确地测量上下
轮以及左右轮的旋转。 电子内窥镜定位系统提供自动数字化的数据，以
方便检查和内窥镜定位。 系统地由字母数字编码的内窥镜检查
（SACE）为位于器官内的每个区域或部位提供一个名称和编号，该名称
和编号是新术语的一部分。 通过遵循检查规程的程序，可以使用重叠的
器官检查整个器官而没有盲点。 电子SACE（e-SACE）促进了自动无错
误检查和基于从业人员的程序。 新颖的内窥镜系统可以顺序地对患者胃
肠道的一部分的整个内表面成像，并利用多余的重叠图像来重建表面图
像，从而避免图像间隔。 另外，内窥镜系统可以基于手动或电子内窥镜
定位系统准确地描述表面上的点（受影响的区域）。 内窥镜系统构成了腔内远程诊断以及专家或机器人手术的基础。 [选择图]无
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